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平成３０年第１回上富田町議会臨時会会議録 

（第１日） 

○開会期日  平成３０年２月１５日午前９時２９分 

───────────────────────────────────────── 

○会議の場所  上富田町議会議事堂 

───────────────────────────────────────── 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（９名） 

      １番  松 井 孝 恵        ２番  谷 端   清 

      ３番  樫 木 正 行        ４番  山 本 明 生 

      ５番  九 鬼 裕見子        ６番  大 石 哲 雄 

      ９番  沖 田 公 子       １０番  榎 本   敏 

     １１番  木 本 眞 次 

───────────────────────────────────────── 

 欠席議員（１名） 

      ７番  畑 山   豊 

───────────────────────────────────────── 

○出席した事務局職員は次のとおり 

事 務 局 長  森 岡 真 輝   局 長 補 佐  樫 山 裕 子  

───────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による出席者は次のとおり 

町 長 奥 田   誠  副 町 長 山 本 敏 章 

教 育 長 梅 本 昭二三  会 計 管 理 者 水 口 和 洋 

総務政策課長 福 田 睦 巳  総 務 政 策 課 

企 画 員 
中 松 秀 夫 

総 務 政 策 課 

企 画 員 
平 尾 好 孝  総 務 政 策 課 

企 画 員 
樫 原 基 史 

住民生活課長 原   宗 男  住 民 生 活 課 

企 画 員 
栗 田 信 孝 

住 民 生 活 課 

企 画 員 
十 河 貴 子  住 民 生 活 課 

企 画 員 
木 村 陽 子 

住 民 生 活 課 

企 画 員 
宮 本 真 里  産業建設課長 菅 谷 雄 二 

産 業 建 設 課 

企 画 員 
川 口 孝 志  税 務 課 長 橋 本 秀 行 
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上下水道課長 三 栖 啓 功  教 育 委 員 会 

総 務 課 長 
家 髙 英 宏 

教 育 委 員 会 

生涯学習課長 
新 堀 浩 士    

 

───────────────────────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

  日程第 ２ 会期の決定について 

  日程第 ３ 議案第 １号 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第 ４ 議案第 ２号 上富田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の 

               一部を改正する条例 

  日程第 ５ 議案第 ３号 平成２９年度上富田町一般会計補正予算（第５号） 

  日程第 ６ 議案第 ４号 平成２９年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予 

               算（第２号） 

  日程第 ７ 議案第 ５号 平成２９年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第３ 

               号） 

  日程第 ８ 議案第 ６号 平成２９年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算 

               （第２号） 

  日程第 ９ 議案第 ７号 平成２９年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算  

               （第２号） 

  日程第１０ 議案第 ８号 平成２９年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予 

               算（第２号） 

  日程第１１ 議案第 ９号 平成２９年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算 

               （第２号） 

  日程第１２ 議案第１０号 平成２９年度上富田町水道事業会計補正予算（第３号） 

  日程第１３ 議案第１１号 町長等の給与の減額支給に関する条例の一部を改正する 

               条例 

  日程第１４ 選挙第 １号 富田川治水組合議会議員の補欠選挙について 
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△開  会  午前９時２９分 

○議長（山本明生） 

  皆さん、おはようございます。 

  平成３０年第１回臨時会を開会するに当たり、議員各位のご出席をいただき開会でき

ますことを厚く御礼申し上げます。 

  ただいまの出席議員は９名であります。 

  畑山議員から欠席届が出ております。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから平成３０年第１回上富田町議会臨時会を

開会します。 

  暫時休憩します。 

───────────── 

休憩 午前 ９時２９分 

───────────── 

再開 午前 ９時３０分 

───────────── 

○議長（山本明生） 

  再開します。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

  また、地方自治法第１２１条の規定により、出席要求した本臨時会の説明員について

もお手元に配付しています。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（山本明生） 

  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において１番、松井孝恵

君、２番、谷端 清君を指名します。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第２ 会期の決定 

○議長（山本明生） 

  日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  本臨時会の会期は、本日１日間にいたしたいと思います。 
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  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、会期は１日間に決しました。 

  町長より発言を求められておりますので、これを許可します。 

  町長、奥田君。 

○町長（奥田 誠） 

  皆さん、おはようございます。本日ここに平成３０年第１回上富田町議会臨時会を招

集しましたところ、議員各位におかれましては、公私ともまことにお忙しい中、ご参集

を賜りまして厚く御礼を申し上げます。また、平素は町政発展のために格別のご尽力と

ご協力を賜り、重ねて感謝を申し上げます。 

  議会臨時会の開会に当たりまして、私の就任の挨拶と所信を述べさせていただく機会

をいただき、心から感謝とお礼を申し上げます。 

  ５期２０年上富田町長として務められ勇退されました小出前町長さんには、住民福祉

のためにご尽力されましたこれまでのご功労に対しまして敬意を表し、心から感謝とお

礼を申し上げます。 

  私は、このたびの町長選挙におきまして、多くの住民の皆さんのご支持とご支援を賜

り、町制６０周年の節目を迎える町政を担当させていただくことになりました。改めて、

その職責と使命の重大さを認識し、身の引き締まる思いでございます。 

  今後、本町のさらなる発展と住民の福祉向上、住みなれたまちで安心して暮らしてい

ける環境づくり、このまちを未来へつなげていくために、その先頭に立ち、全力で取り

組むという決意でございますので、議員の皆様並びに町民の皆様のご理解とご協力を賜

りますようお願いを申し上げます。 

  今回の町長選挙は、２０年間務められた小出町長が引退され、新しい町長を選ぶ選挙

でございました。私は、小出町政を継承する立場で立候補いたしました。これまでの先

輩方が築き守ってこられた上富田町を、今後は私たちの世代が引き継ぎ、次の世代につ

ないでいくことを申し上げてまいりました。このことが多くの方々にご支持とご支援を

いただけたと考えています。これまでは議員として、町財政の厳しい状況や上富田町が

直面している課題については理解をしているつもりでありましたが、限られた予算の中

で上富田町の将来をどうしていくのか、改めて責任の大きさと責務の重大さを感じてお

ります。 

  上富田町が当面取り組まなければならない課題もございますが、まずは、前町長から



－ 5 － 

引き継いだ事業を着実にいかに進めていくかが重要であると考えております。 

  事業実施に当たりましては、継続できるもの、内容の見直しが必要なもの、財源など

で課題があるものなどがあると思いますが、住民の皆様の期待に応えられるよう、上富

田町を愛する気持ちとみずから掲げたマニフェスト「未来につながる健全な財政運営の

維持」、「地方創生事業で、活力あるまちづくり」、「地域ネットワークのまちづくり」、

「未来を託す子どもたちが輝くまちづくり」をもとに、職員とともに課題の解決に知恵

を絞り、事業を進めてまいる覚悟でございます。 

  私は、上富田町が大好きです。そして、ここに住む皆さんが大好きです。 

  これから、議会の皆様のご意見を十分お伺いし、ご協力をいただきながら町政を進め

てまいりますので、今後とも、ご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心からお願い申し上げ、

私の就任の挨拶と所信とさせていただきます。 

  さて、本臨時会に上程しご審議をお願いいたします議案につきましては、１、条例の

一部改正３件、２、平成２９年度一般会計、特別会計補正予算８件の計１１件でありま

す。 

  それでは、諸議案につきまして、その概要を説明申し上げます。 

  議案第１号、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案と議案第２号、上富

田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例案の２議案につ

きましては、本年度の人事院勧告及び和歌山県人事委員会勧告による給与改定に準じて、

本条例の一部を改正するものでございます。 

  次に、議案第３号、平成２９年度上富田町一般会計補正予算（第５号）から議案第１

０号、平成２９年度上富田町水道事業会計補正予算（第３号）までの８議案については、

本年度の職員の人事異動と人事院勧告に基づき、給与費等の改定を行った補正予算でご

ざいます。 

  次に、議案第１１号につきましては、町長等の給与の減額支給に関する条例の一部を

改正する条例案でございます。この条例は、町長等の給与の減額支給を定めた条例であ

り、町長、副町長の給与の減額を引き続き実施することから、本条例の一部を改正する

ものであります。 

  以上が、本臨時会に上程します議案の概要であります。 

  詳細につきましては、担当課長並びに企画員より説明いたしますので、ご審議の上、

ご承認を賜りますよう何とぞよろしくお願いを申し上げます。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第３ 議案第１号～日程第１３ 議案第１１号 

○議長（山本明生） 
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  この際、日程第３ 議案第１号、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の

件から日程第１３ 議案第１１号、町長等の給与の減額支給に関する条例の一部を改正

する条例の件までの１１件を一括議題とします。 

  当局より提案理由の説明を求めます。 

  総務政策課長、福田君。 

○総務政策課長（福田睦巳） 

  おはようございます。 

  私からは議案第１号と議案第２号についてご説明申し上げます。 

  議案第１号、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例。 

  職員の給与等に関する条例の一部を別紙のように改正する。 

  平成３０年２月１５日提出。 

  上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いします。 

  職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

  職員の給与等に関する条例の一部改正。 

  今回の改正は、本年度の人事院勧告及び和歌山県人事委員会勧告による給与改定等に

準じて、本条例の一部を改正するものでございます。 

  本年度の人事院勧告は、公務員給与と民間給与との格差０．１５％を埋めるため公給

表の水準を引き上げるもので、平成２９年４月に遡及して適用し、ボーナスを年間４．

３月分から４．４０月分とし、年間０．１月分引き上げるもので、引き上げ分を勤勉手

当に配分しており、平成２９年１２月支給分から実施するものであります。 

  それでは、改正条文をお願いいたします。 

  改正条文は、第１条と第２条で構成しております。 

  第１条 職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第２０条第２項第１号中「１００分の８５」を「、６月に支給する場合においては１

００分の８５、１２月に支給する場合においては１００分の９５」に改める。 

  これは、勤勉手当に関する改正でございます。勤勉手当を年間１．７月分から１．８

月分とし、年間０．１月分を引き上げることを定めております。 

  次に、第８条第１項中「別表第１」を次のように改める。 

  こちらは給料表の改正でございます。改正の内容は、公務員給与と民間給与との格差

を解消するため公給表の水準を引き上げるもので、平均０．２％の引き上げとなってお

ります。改定額につきましては、最高は月額１，０００円で、初任給や若年層が対象と

なっております。そのほかは、月額４００円の引き上げを基本に改定しております。 
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  ５ページをお願いします。 

  給料表の次からです。第８条第３項中「等級別基準職務表（別表第２）」を次のよう

に改める。これは、職員の職務を給料表の各等級に分類する際の具体的な基準となる等

級別基準職務表でございます。 

  改正の内容につきましては、新旧対照表で説明させていただきますので、１２ページ

をお願いいたします。 

  職務の級の３級に主任を追加し、５級に給食センター所長を追加しております。主任

につきましては、主任保育士の職務の級を明確化するよう和歌山県から指導があり、指

導に基づき３級に追加し、改善を図っております。また、給食センター所長につきまし

ては、ことし４月から稼働する給食センターに管理職として、給食センター所長を配属

することから、５級に追加しております。 

  ５ページにお戻りください。 

  次に、第２条関係についてです。第２条 職員の給与等に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。第２０条第２項第１号中「、６月に支給する場合においては１００分の

８５、１２月に支給する場合においては１００分の９５」を「１００分の９０」に改め

る。 

  これも勤勉手当に関する改正でございます。この改正は、勤勉手当の年間支給月分１．

８月分を６月支給分と１２月支給分について均等にするための規定でございます。 

  附則で、施行期日等を定めてございます。 

  附則第１項で、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成

３０年４月１日から施行する。 

  附則第２項で、第１条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例の規定は、平

成２９年４月１日から適用するとしてございます。 

  参考資料としまして、第１条関係、勤勉手当給料表の改正に係る新旧対照表を７ペー

ジから１２ページに添付していますので、ご参照ください。また、第２条関係、勤勉手

当の改正に係る新旧対照表を１３ページに添付していますので、ご参照ください。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、議案第２号、上富田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部を改正する条例。 

  上富田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を別紙のように改正する。 

  平成３０年２月１５日提出。 

  上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いします。 
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  上富田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

  上富田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正。 

  この条例につきましても、さきの議案第１号、職員の給与等に関する条例の一部を改

正する条例（案）と同様、所要の措置を講じたものでございます。 

  附則で、施行期日等を定めています。 

  附則第１項で、この条例は公布の日から施行し、平成２９年４月１日から適用すると

してございます。 

  ６ページから新旧対照表を添付していますので、ご参照ください。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山本明生） 

  総務政策課企画員、樫原君。 

○総務政策課企画員（樫原基史） 

  おはようございます。よろしくお願いいたします。 

  私からは、議案第３号につきましてご説明いたします。 

  議案第３号、平成２９年度上富田町の一般会計補正予算（第５号）。 

  平成２９年度上富田町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ９８６万８，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６１億８，６３１万２，０００円とする。 

  ２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成３０年２月１５日提出。 

  上富田町長奥田誠。 

  なお、今回の補正予算の内容につきましては、一般会計、特別会計とも、本年度の人

事異動及び人事院勧告に伴う給与費の改定と総合事務組合負担金の負担率変更に伴う人

件費の補正となってございます。 

  それでは、次の２ページをお願いいたします。 

  第１表 歳入歳出予算補正でございます。 

  歳入につきまして、１８款繰入金で、補正前の額から今回９８６万８，０００円を減

額し２億２，７２３万７，０００円と定めてございます。 

  歳入合計では、補正前の額から今回９８６万８，０００円を減額し６１億８，６３１

万２，０００円と定めてございます。 

  次に、歳出につきましては、１款議会費では、補正前の額から今回５３万４，０００
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円を減額し８，５５３万９，０００円と定めてございます。 

  ２款総務費では、補正前の額に今回２２０万８，０００円を追加。 

  ３款民生費では、補正前の額から今回１，３９０万８，０００円を減額。 

  ４款衛生費では、補正前の額に今回４９万３，０００円を追加。 

  ５款農林水産業費では、補正前の額に今回５８万円を追加。 

  ６款商工費では、補正前の額から今回５０万３，０００円を減額。 

  ７款土木費では、補正前の額に今回５３万５，０００円を追加。 

  ９款教育費では、補正前の額に今回１２６万１，０００円を追加。 

  歳出合計では、補正前の額から今回９８６万８，０００円を減額し６１億８，６３１

万２，０００円と定めてございます。 

  次の３ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、総括につきまして、このページから

５ページまでは、恐れ入りますがお目通しをお願いいたします。 

  それでは、各内訳につきまして歳出からご説明しますので、８ページをお願いいたし

ます。 

  ３、歳出につきまして、１款議会費では、５３万４，０００円を減額。主な要因とし

て、人事異動等によるものでございます。 

  ２款総務費では、一般管理費で２５２万５，０００円を追加。人勧及び人事異動によ

るものでございます。防災対策費で、９万２，０００円を追加。企画費で、２１万４，

０００円を追加。 

  次のページをお願いいたします。 

  地籍調査費では、１１万８，０００円を減額。税務総務費では、５１０万円を減額。

主な要因といたしまして、職員２名が途中育児休暇を取得したためでございます。戸籍

住民基本台帳費では、４１２万２，０００円を追加。主な要因として、人事異動等によ

るものでございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  選挙管理委員会費で、４９万１，０００円を追加。人勧及び人事異動等によるもので

ございます。統計調査総務費で、１万８，０００円の減額。 

  ３款民生費の社会福祉総務費では、９８２万６，０００円減額。主な要因として、人

事異動に伴う減となっております。 

  次のページをお願いいたします。 

  社会・児童福祉医療費で、１４万６，０００円の減額。特別会計国民健康保険事業繰

出金で、１７万円の減額。一方、後期高齢者医療繰出金では、２万４，０００円の追加

となってございます。児童福祉総務費では、６万円の追加。保育所運営費では、３９９
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万６，０００円の減額。主な要因といたしまして、人事異動及び保育士１名の育児休暇

取得によるものでございます。 

  ４款衛生費の保健衛生総務費では、３０万７，０００円の追加。人勧及び児童手当の

追加によるものでございます。予防費では、１７万円の追加でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  環境衛生費では、１万６，０００円を追加。 

  ５款農林水産業費、農業委員会費では、２万４，０００円を追加。農業総務費では、

１８万３，０００円を追加。主なものといたしまして、特別会計農業集落排水事業繰出

金２０万１，０００円を措置してございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  林業総務費では、３７万３，０００円を追加。 

  ６款商工費の商工総務費では、５０万３，０００円の減額。主な要因といたしまして、

人事異動等によるものでございます。 

  ７款土木費の土木総務費では、２万５，０００円の追加。 

  次のページをお願いいたします。 

  高速道路対策費では、１６万３，０００円を減額。社会資本整備総合交付金事業費で

は、２９万９，０００円を追加。河川改良費では、２０万円の追加。主な要因として、

人事異動等によるものでございます。都市計画費では、特別会計公共下水道事業繰出金

として１７万７，０００円を追加してございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  住宅管理費では、３，０００円を減額。 

  ９款教育費の事務局費では、５，０００円を追加してございます。社会教育総務費で

は、８万９，０００円の追加。公民館運営費では、６３万円の追加。主な要因として、

人事異動等によるものでございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  児童館運営費では、３６万１，０００円の追加。文化会館運営費では、７万８，００

０円の追加となってございます。保健体育総務費では、９万８，０００円の追加となっ

てございます。 

  ２６ページ、２７ページの給与費明細書につきましては、恐れ入りますがお目通しの

ほどよろしくお願いいたします。 

  それでは次に、歳入につきまして説明させていただきますので、６ページをお願いい

たします。 

  ６ページ、２、歳入につきまして、１８款繰入金、財政調整基金繰入金で、今回９８
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６万８，０００円を減額措置してございます。 

  以上が今回の補正内容でございます。何とぞご承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（山本明生） 

  住民生活課長、原君。 

○住民生活課長（原 宗男） 

  おはようございます。よろしくお願いいたします。 

  私からは議案第４号から議案第６号についてご説明いたします。 

  議案第４号、平成２９年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第２号）。 

  平成２９年度上富田町の特別会計国民健康保険事業補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１７万円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２２億６，３５６万６，０００円とする。 

  ２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成３０年２月１５日提出。 

  上富田町長奥田誠。 

  補正の内容につきましては、本年度の人事異動と人事院勧告に伴う給与費の改定と総

合事務組合負担金の負担率変更に伴う人件費の補正でございます。 

  次のページをお願いします。 

  第１表 歳入歳出予算補正。 

  歳入でございます。 

  ９款繰入金では、補正前の額から１７万円を減額し２億１，１９１万２，０００円と

定めています。 

  歳入合計では、補正前の額から１７万円を減額し２２億６，３５６万６，０００円と

定めてございます。 

  歳出です。 

  １款総務費では、補正前の額から１７万円減額し４，７４７万５，０００円と定めて

います。 

  歳出合計では、補正前の額から１７万円を減額し２２億６，３５６万６，０００円と

定めています。 

  次の３ページから５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきまして
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は、恐れ入りますがお目通しのほどよろしくお願いたします。 

  ６ページ、７ページをお願いします。 

  ２、歳入でございます。 

  ９款繰入金、１目一般会計繰入金では、１７万円を減額。職員給与費等繰入金を措置

してございます。 

  ３、歳出でございます。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では、３万１，０００円を減額。職員

１名分の人件費を措置してございます。 

  ２項徴税費、１目賦課徴収費では、１３万９，０００円を減額。職員２名分の人件費

を措置してございます。 

  次の８ページの給与費明細書につきましては、恐れ入りますがお目通しのほどよろし

くお願いいたします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

  続いて、議案第５号についてご説明いたします。 

  議案第５号、平成２９年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第３号）。 

  平成２９年度上富田町の特別会計介護保険補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３５万８，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億５，２５６万６，０００円とする。 

  ２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  地方債の補正。 

  第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  平成３０年２月１５日提出。 

  上富田町長奥田誠。 

  補正の内容につきましては、本年度の人事異動と人事院勧告に伴う給与費の改定と総

合事務組合負担金の負担率の変更に伴う人件費の補正でございます。 

  次のページをお願いします。 

  第１表 歳入歳出予算補正。 

  歳入でございます。 

  ３款国庫支出金では、補正前の額に３，０００円を追加し３億５，６６８万１，００

０円と定めています。 
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  ５款県支出金では、補正前の額に３，０００円を追加。 

  ７款繰入金では、補正前の額に３５万８，０００円を追加。 

  １０款町債では、補正前の額から６，０００円を減額。 

  歳入合計では、補正前の額に３５万８，０００円を追加し１５億５，２５６万６，０

００円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  歳出でございます。 

  １款総務費では、補正前の額に３６万２，０００円を追加し４，０１９万９，０００

円と定めてございます。 

  ２款保険給付費につきましては、財源内訳の変更によるものになり、補正額はござい

ません。 

  ４款地域支援事業費では、補正前の額から４，０００円を減額。 

  歳出合計では、補正前の額に３５万８，０００円を追加し１５億５，２５６万６，０

００円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  第２表 地方債補正の変更でございます。 

  起債の目的、財政安定化基金貸付金でございます。補正前の限度額３，０６８万２，

０００円を、補正後では３，０６７万６，０００円に変更してございます。起債の方法、

利率、償還の方法については変更がございません。 

  次の５ページから７ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきまして

は、恐れ入りますがお目通しのほどよろしくお願いいたします。 

  ８ページ、９ページをお願いします。 

  ２、歳入でございます。 

  ３款国庫支出金、２目介護予防・日常生活総合支援事業交付金では、１，０００円を

追加。３目包括的支援・任意事業交付金では、２，０００円を追加。 

  ５款県支出金、１目介護予防・日常生活総合支援事業交付金では１，０００円を追加。

２目包括的支援・任意事業交付金では、２，０００円を追加。 

  ７款繰入金、２目介護予防・日常生活総合支援事業繰入金では、１，０００円を追加。 

  ３目包括的支援・任意事業繰入金では、２，０００円を追加。４目包括的支援町単独

事業繰入金では、７，０００円を減額。６目その他一般会計繰入金では、職員給与費等

繰入金で３６万２，０００円を追加してございます。 

  １０款町債、１目財政安定化基金貸付金では、６，０００円を減額しています。 

  １０ページ、１１ページをお願いします。 
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  歳出でございます。 

  １款総務費、１目一般管理費では、３６万２，０００円を追加。職員３名分の人件費

を措置してございます。 

  ２款保険給付費、１目居宅介護サービス給付費につきましては、財源内訳の変更を行

ってございます。 

  ４款地域支援事業費、１項介護予防・日常生活支援総合事業費、１目介護予防・生活

支援サービス事業費では、３万円を減額。地域包括支援センター保健師１名の６カ月分

の人件費を措置してございます。３目一般介護予防事業費では、３万１，０００円を追

加。同じく保健師１名の４カ月分の人件費を措置してございます。 

  １２ページ、１３ページをお願いします。 

  ２項包括的支援事業・任意事業費、１目総務管理費では、７，０００円を減額。同じ

く保健師１名２カ月分の人件費を措置してございます。３目総合相談・権利擁護事業費

では、２万６，０００円を追加。地域包括支援センターの社会福祉士１名分の人件費を

措置してございます。４目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費では、２万４，

０００円を減額。地域包括支援センターの主任介護支援専門員１名分の人件費を措置し

てございます。 

  １４ページの給与費明細書につきましては、恐れ入りますがお目通しのほどよろしく

お願いいたします。 

  以上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

  続いて、議案第６号についてご説明いたします。 

  議案第６号、平成２９年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算（第２号）。 

  平成２９年度上富田町の特別会計後期高齢者医療補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２万４，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億７，９９５万６，０００円とする。 

  ２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成３０年２月１５日提出。 

  上富田町長奥田誠。 

  この会計の補正内容につきましては、本年度の人事院勧告に伴う給与費の改定と総合

事務組合負担金の負担率の変更に伴う人件費の補正でございます。 

  次のページをお願いします。 
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  第１表 歳入歳出予算補正。 

  歳入でございます。 

  ３款繰入金では、補正前の額に２万４，０００円を追加し１億８，１２９万６，００

０円と定めています。 

  歳入合計では、補正前の額に２万４，０００円を追加し２億７，９９５万６，０００

円と定めています。 

  歳出でございます。 

  １款総務費では、補正前の額に２万４，０００円を追加し１，１２６万２，０００円

と定めています。 

  歳出合計では、補正前の額に２万４，０００円を追加し２億７，９９５万６，０００

円と定めています。 

  次の３ページから５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきまして

は、恐れ入りますがお目通しのほどよろしくお願いをいたします。 

  ６ページ、７ページをお願いします。 

  ２、歳入です。 

  ３款繰入金、１目一般会計繰入金では、２万４，０００円を追加しています。 

  歳出でございます。 

  １款総務費、１目一般管理費では、２万４，０００円を追加してございます。職員１

名分の人件費を措置しています。 

  次の８ページの給与費明細書につきましては、恐れ入りますがお目通しのほどよろし

くお願いを申し上げます。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（山本明生） 

  産業建設課企画員、川口君。 

○産業建設課企画員（川口孝志） 

  おはようございます。よろしくお願いいたします。 

  私からは議案第７号をご説明申し上げます。 

  議案第７号、平成２９年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第２号）。 

  平成２９年度上富田町の特別会計宅地造成事業補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２万５，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億７０７万１，０００円とする。 
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  ２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成３０年２月１５日提出。 

  上富田町長奥田誠。 

  本会計の補正内容につきましても、本年度の人事異動と人事院勧告に伴う給与費の改

定と総合事務組合負担金の負担率変更に伴う人件費の補正でございます。 

  次のページをお願いします。 

  第１表 歳入歳出予算補正。 

  歳入でございます。 

  ２款諸収入、補正前の額に２万５，０００円を追加し７億７０６万９，０００円。 

  歳入合計では、補正前の額に２万５，０００円を追加し７億７０７万１，０００円と

定めてございます。 

  歳出でございます。 

  １款宅地造成費、補正前の額に２万５，０００円を追加し４億２１２万１，０００円。 

  歳出合計では、補正前の額に２万５，０００円を追加し７億７０７万１，０００円と

定めてございます。 

  次の３ページから５ページの歳入歳出予算事項別明細書、総括につきましては、恐れ

入りますがお目通しをお願いいたします。 

  ６、７ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  ２款諸収入、１目宅地造成事業収入、補正前の額に２万５，０００円を追加し７億２

７７万４，０００円。 

  計としまして、補正前の額に２万５，０００円を追加し７億７０６万９，０００円と

定めてございます。 

  歳出でございます。 

  １款宅地造成費、２目残土処理場事業費、補正前の額に２万５，０００円を追加し２，

０７７万９，０００円。 

  計としまして、補正前の額に２万５，０００円を追加し、４億２１２万１，０００円

と定めてございます。 

  次の８ページにつきましては、給与費明細書となってございます。恐れ入りますがお

目通しをお願いいたします。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山本明生） 
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  上下水道課長、三栖君。 

○上下水道課長（三栖啓功） 

  おはようございます。よろしくお願いします。 

  私からは議案第８号から議案第１０号をご説明申し上げます。 

  議案第８号、平成２９年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予算（第２号）。 

  平成２９年度上富田町の特別会計農業集落排水事業補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２０万１，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億３，２２１万５，０００円とする。 

  ２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成３０年２月１５日提出。 

  上富田町長奥田誠。 

  本会計の補正内容につきましても、本年度の人事院勧告に伴う給与の改正と総合事務

組合負担金の負担率変更に伴う人件費の補正となっております。 

  次のページをお願いします。 

  第１表 歳入歳出予算補正。 

  歳入でございます。 

  ５款繰入金、補正前の額に２０万１，０００円を追加。 

  歳入合計としましては、補正前の額に２０万１，０００円を追加、２億３，２２１万

５，０００円と定めております。 

  歳出。 

  １款農業集落排水事業費、１項農業集落排水事業費、補正前の額に２０万１，０００

円を追加。 

  歳出合計としましては、補正前の額に２０万１，０００円を追加、２億３，２２１万

５，０００円と定めております。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書、総括、３ページ、４ページ、５ページにつきまして

は、お目通しをお願いします。 

  ６ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  ２、歳入。 

  １目一般会計繰入金、補正前の額に２０万１，０００円を追加。 
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  計としまして、１億５，６３２万７，０００円と定めております。 

  ３、歳出。 

  １目総務費、補正前の額に２０万１，０００円を追加。人事院勧告による職員１名分

の補正でございます。 

  計としまして、補正前の額に２０万１，０００円を追加。１億１，４４４万１，００

０円と定めております。 

  ８ページをお願いします。 

  給与費明細書につきましては、お目通しをお願いします。 

  何とぞご承認賜りますようお願いします。 

  続きまして、議案第９号についてご説明申し上げます。 

  議案第９号、平成２９年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算（第２号）。 

  平成２９年度上富田町の特別会計公共下水道事業補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１７万７，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億２，９５５万４，０００円とする。 

  ２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成３０年２月１５日提出。 

  上富田町長奥田誠。 

  本会計の補正内容につきましても、本年度も人事院勧告に伴う給与費の改定と総合事

務組合負担金の負担率変更に伴う人件費の補正となっております。 

  次のページをお願いします。 

  第１表 歳入歳出補正予算。 

  歳入。 

  ６款繰越金、補正前の額に１７万７，０００円を追加。 

  歳入合計としましては、３億２，９５５万４，０００円と定めております。 

  歳出。 

  １款公共下水道事業費、補正前の額に１７万７，０００円を追加。 

  歳出合計としましては、３億２，９５５万４，０００円と定めております。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書の総括、３ページ、４ページ、５ページの歳入歳出に

つきましては、お目通しをお願いします。 

  ６ページをお願いします。 
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  歳入でございます。 

  ２、歳入。 

  １目一般会計繰入金、補正前の額に１７万７，０００円を追加。 

  計としまして、１億１，１４６万円と定めております。 

  ３、歳出。 

  １目公共下水道事業費、補正前の額に１７万７，０００円を追加。 

  計としまして、２億７６４万３，０００円と定めております。これにつきましても、

人事院勧告による職員１名分の補正でございます。 

  ８ページをお願いします。 

  給与費明細書につきましては、お目通しのほどをお願いします。 

  何とぞご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、議案第１０号につきましてご説明申し上げます。 

  議案第１０号、平成２９年度上富田町水道事業会計補正予算（第３号）。 

  総則。 

  第１条 平成２９年度上富田町水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

  収益的収入及び支出。 

  第２条 平成２９年度上富田町水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出の予定額

を次のとおり補正する。 

  支出でございます。 

  第１款水道事業費用、既決予定額に２１万８，０００円を追加、４億７，０８２万３，

０００円。第１項営業費用、既決予定額に２１万８，０００円を追加、４億１，４４６

万８，０００円と定めております。 

  次のページをお願いします。 

  議会の議決を経なければ流用することのできない経費。 

  第３条 予算第７条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の

予定額を次のように改める。 

  職員給与費、既決予定額に２１万８，０００円を追加、５，１９１万６，０００円と

定めております。 

  平成３０年２月１５日提出。 

  上富田町長奥田誠。 

  本会計の補正内容につきましても、本年度の人事異動と人事院勧告に伴う給与費の改

定と総合事務組合の負担金の負担率変更に伴う人件費の補正となっております。 
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  次のページをお願いします。 

  予算に関する説明書。 

  目次でございます。 

  目次に沿って説明させていただきます。 

  次の４ページをお願いします。 

  平成２９年度上富田町水道事業会計補正予算実施計画明細書。 

  収益的収入及び支出。 

  支出でございます。 

  １款水道事業費用、既決予定額に２１万８，０００円を追加、４億７，０８２万３，

０００円。１項営業費用、既決予定額に２１万８，０００円を追加、４億１，４４６万

８，０００円と定めております。人事異動及び人事院勧告による職員７名分の補正でご

ざいます。 

  次のページをお願いします。 

  ６ページでございます。 

  平成２９年度上富田町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書でございます。 

  これにつきましては、業務活動、投資活動、財務活動の３つに区分で表示しておりま

す。合計金額で説明させていただきます。 

  １、業務活動によるキャッシュ・フローでございます。合計１億７，３６６万４，０

６６円でございます。 

  ２、投資活動によるキャッシュ・フロー。投資活動によるキャッシュ・フローの計で

ございます。マイナス６，８９４万５，０００円でございます。 

  ３、財務活動によるキャッシュ・フロー。財務活動によるキャッシュ・フローの計で

ございます。マイナス１億８，４７０万８，９９０円でございます。 

  資金増加額（又は減少額）、マイナス７，９９８万９，９２４円でございます。 

  資金期首残高、５億２，４３３万４，８６４円でございます。 

  資金期末残高、４億４，４３４万４，９４０円でございます。 

  次のページをお願いします。 

  給与費明細書でございます。 

  ８ページから９ページにつきましては、お目通しのほうお願いします。 

  次のページをお願いします。 

  平成２９年度上富田町水道事業予定貸借対照表でございます。 

  これにつきましては、合計金額で説明させていただきます。 

  １、固定資産。固定資産合計としましては、３０億５，１０９万３，７９９円。 
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  ２、流動資産。流動資産合計、４億９，５４８万２６３円。 

  資産合計、３５億４，６５７万４，０６２円でございます。 

  負債の部。 

  ３、固定負債。固定負債合計としまして、８億４，２２１万９，５１５円でございま

す。 

  ４、流動負債。流動負債合計でございます。１億８，２９０万９，３２９円。 

  ５、繰延収益。繰延収益合計でございます。９億８９３万６，９５２円。 

  負債合計、１９億３，４０６万５，７９６円。 

  資本の部。 

  ６、資本金、８億２０万６，２７１円。 

  ７、剰余金でございます。 

  次のページをお願いします。 

  剰余金合計、８億１，２３０万１，９９５円。資本合計、１６億１，２５０万８，２

６６円。負債資本合計としまして、３５億４，６５７万４，０６２円と定めております。 

  以上が今回の補正内容でございます。何とぞご承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（山本明生） 

  総務政策課長、福田君。 

○総務政策課長（福田睦巳） 

  私からは議案第１１号についてご説明申し上げます。 

  議案第１１号、町長等の給与の減額支給に関する条例の一部を改正する条例。 

  町長等の給与の減額支給に関する条例の一部を別紙のように改正する。 

  平成３０年２月１５日提出。 

  上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いします。 

  町長等の給与の減額支給に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

  町長等の給与の減額支給に関する条例の一部改正。 

  町長等の給与の減額支給に関する条例の一部を次のように改正する。 

  この条例は、特別職である町長、副町長、教育長の給与の減額支給に関する規定を定

めた条例であり、減額率は１００分の１０となっております。今回、町長と副町長の減

額支給の期間を任期期間に合わせて、それぞれ延長するための一部改正でございます。 

  それでは、改正条文をお願いします。 

  第２条第１項第１号及び第２号を次のように改める。 
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  第１号、町長、平成３０年３月分から平成３４年２月分まで。 

  第２号、副町長、平成３０年３月分から平成３４年３月分までと定めております。 

  附則で、この条例は、公布の日から施行するとしてございます。 

  最後のページに新旧対照表を添付していますので、ご参照ください。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山本明生） 

  以上をもって、提案理由の説明を終わります。  

  暫時休憩します。１０時４０分まで休憩します。 

───────────── 

休憩 午前１０時２４分 

───────────── 

再開 午前１０時３９分 

───────────── 

○議長（山本明生） 

  再開します。 

  これより審議に入ります。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第３ 議案第１号 

○議長（山本明生） 

  日程第３ 議案第１号、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の件につい

て質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１号、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の件を採決し
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ます。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第４ 議案第２号 

○議長（山本明生） 

  日程第４ 議案第２号、上富田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

を改正する条例の件について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第２号、上富田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を

改正する条例の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第５ 議案第３号 

○議長（山本明生） 

  日程第５ 議案第３号、平成２９年度上富田町一般会計補正予算（第５号）の件につ
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いて質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第３号、平成２９年度上富田町一般会計補正予算（第５号）の件を採決

します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第６ 議案第４号 

○議長（山本明生） 

  日程第６ 議案第４号、平成２９年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算

（第２号）の件について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 
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  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第４号、平成２９年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第

２号）の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第７ 議案第５号 

○議長（山本明生） 

  日程第７ 議案第５号、平成２９年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第３号）

の件について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第５号、平成２９年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第３号）の

件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 
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△日程第８ 議案第６号 

○議長（山本明生） 

  日程第８ 議案第６号、平成２９年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算（第

２号）の件について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第６号、平成２９年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算（第２

号）の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第９ 議案第７号 

○議長（山本明生） 

  日程第９ 議案第７号、平成２９年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第２

号）の件について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 
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  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第７号、平成２９年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第２

号）の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第１０ 議案第８号 

○議長（山本明生） 

  日程第１０ 議案第８号、平成２９年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予算

（第２号）の件について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第８号、平成２９年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予算（第

２号）の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 
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  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第１１ 議案第９号 

○議長（山本明生） 

  日程第１１ 議案第９号、平成２９年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算

（第２号）の件について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第９号、平成２９年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算（第２

号）の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第１２ 議案第１０号 

○議長（山本明生） 

  日程第１２ 議案第１０号、平成２９年度上富田町水道事業会計補正予算（第３号）

の件について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  大石君。 

○６番（大石哲雄） 
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  これは、人事院勧告及び総合事務組合負担金率の変更による変更と聞いたんですけれ

ども、この水道事業会計補正予算のその前の農業集落排水でも、特別会計の公共下水道

でもあるんですが、水道のほうで一番多いのでここで聞くんですが、５ページの時間外

勤務手当１４０万円とある。これの増加というんですか、これは人事院勧告と余り関係

ないと思うんですけれども、そこら辺はどうなっているのかお聞きしたい。 

○議長（山本明生） 

  答弁願います。 

  上下水道課長、三栖君。 

○上下水道課長（三栖啓功） 

  説明不足で大変申しわけございません。 

  ６番大石さんの質問にお答えします。 

  現在、時間外勤務手当につきましては、この４月から現場のほうのサイドと事務のほ

うがございまして、今現在で約６５０時間の残業をしております。それで、事業につき

ましては、約１５０万ぐらいの事業をやっています。これが、超過勤務手当で今後３月

３１日に向けて、また一昨年の予定というか、昨年の予定でいったら、この事業費では

現在不足しておりますので、あとまた予定ではこのぐらいの超過勤務が必要になってく

るということで、今回補正を上げさせていただきます。 

  以上でございます。ご理解賜りますようよろしくお願いします。 

○議長（山本明生） 

  ほかに質疑はございませんか。 

  ６番、大石君。 

○６番（大石哲雄） 

  今までの時間外勤務手当に追加して、今後、この１２月、１月、２月、３月で１４０

万円の時間外労働があるというようなことですか、そういうことにも聞こえたのですが、

そうじゃないのか。払っていないということになるわけだろう。これから払うのやろう、

これ。ちょっとわからへんのですけれども。 

○議長（山本明生） 

  上下水道課長、三栖君。 

○上下水道課長（三栖啓功） 

  ６番、大石議員さんの質問にお答えします。 

  実際には、４月から１２月までで今６５０時間を今残業しております。今後１月、２

月、３月決算に向けてまた残業がふえるということで、実際今では、当初予算では９０

万円の当初予算がございます。ただ、今現在でも不足しております。また今後残業する
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であろうということで、今回１４０万円の補正を上げさせていただきますので、ご理解

賜りますようよろしくお願いします。 

（「わかりました」と大石議員呼ぶ） 

○議長（山本明生） 

  よろしいですか。 

  ほかに質疑はございませんか。 

  １１番、木本君。 

○１１番（木本眞次） 

  今の大石議員の関連ですけれども、例えば、今、水道関係、ことしは寒いから大変破

裂しているんです。現実に水道業者さんの手に負えないということになってあるんやけ

れども、それに関連していますか。 

○議長（山本明生） 

  答弁願います。 

  上下水道課長、三栖君。 

○上下水道課長（三栖啓功） 

  １１番、木本議員さんの質問にお答えします。 

  今、現場の配水のほうの残業では、週末とか夜間といったものを、４月から１２月ま

でに約７名で６３時間の勤務をしております。この１月、２月からは水道管の破裂とい

うのは実際ございます。それは、朝一番であるとか夜間に出たりもします。それは、実

際この前、１度、零度とか凍ったときには、職員が出ています。今後、そういうことも

起こり得ることも含めたこの補正予算でございますので、よろしくお願いします。 

  以上でございます。 

（「はい、了解」と木本議員呼ぶ） 

○議長（山本明生） 

  ほかに質疑ございませんか。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１０号、平成２９年度上富田町水道会計補正予算（第３号）の件を採
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決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第１３ 議案第１１号 

○議長（山本明生） 

  日程第１３ 議案第１１号、町長等の給与の減額支給に関する条例の一部を改正する

条例の件について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１１号、町長等の給与の減額支給に関する条例の一部を改正する条例

の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  当局の方に申し上げます。 

  これからの議事につきましては、一部事務組合の組合議会議員の選出でございますの

でご退席いただき、選出が終わりましたら、再度ご出席お願いします。 

  暫時休憩します。 
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───────────── 

休憩 午前１０時５３分 

───────────── 

再開 午前１０時５４分 

───────────── 

○議長（山本明生） 

  再開します。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第１４ 選挙第１号 

○議長（山本明生） 

  日程第１４ 選挙第１号、富田川治水組合議会議員の補欠選挙を行います。 

  事務局より朗読させます。 

  事務局長。 

○議会事務局長（森岡真輝） 

  朗読いたします。 

  選挙第１号、富田川治水組合議会議員の補欠選挙について。 

  富田川治水組合規約第７条第１項の規定により、組合議会議員の補欠選任を行う。 

  選挙すべき数、１名。 

  平成３０年２月１５日。 

  上富田町議会議長。 

○議長（山本明生） 

  お諮りします。 

  選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にしたいと思い

ます。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決しました。 

  お諮りします。 

  被選挙人の指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、議長が指名することに決しました。 

  指名します。 

  富田川治水組合議会議員に、７番、畑山豊君を指名します。 

  お諮りします。 

  ただいま指名しました方が当選になることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

（「暫時休憩をちょっとお願いしたい」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  暫時休憩します。 

───────────── 

休憩 午前１０時５６分 

───────────── 

再開 午前１０時５９分 

───────────── 

○議長（山本明生） 

  再開します。 

  異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名しました方が富田川治水組合議会議員に当選されました。 

  暫時休憩します。 

───────────── 

休憩 午前１０時５９分 

───────────── 

再開 午前１１時０１分 

───────────── 

○議長（山本明生） 

  再開します。 

  ただいま畑山議員さんに告知及び承諾を得ました。 

  暫時休憩します。 

───────────── 

休憩 午前１１時０１分 

───────────── 
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再開 午前１１時０２分 

───────────── 

○議長（山本明生） 

  再開します。 

  以上をもって、本臨時会に付議された事件の議事は全て終了しました。 

  町長より発言を求められておりますので、これを許可します。 

  町長、奥田君。 

○町長（奥田 誠） 

  平成３０年第１回上富田町議会臨時会を閉会するに当たり、お礼のご挨拶を申し上げ

ます。 

  本臨時会に上程しました議案につきまして、慎重審議をしていただき、全てをご承認

いただきまして、まことにありがとうございます。 

  開会時にも説明しましたように、財政の健全化については、４月から始まる学校給食

整備事業債などの関係で、現在、大変厳しい状況であります。今後も健全な財政運営の

維持が最も大事であると思っています。何もしなければ、何も始まらないのですが、現

在進行している事業や計画している事業もありますので、新規事業を展開していくには、

予算の範囲内で費用対効果を見据えて事業に取りかかり、明るく元気なまちを継続でき

るよう取り組んでまいります。 

  まずは、ことし予定されています町制６０周年記念事業で、現在行っていますが、町

勢要覧の作成や坂本冬美さんに歌ってもらう町民歌、歌碑の除幕式、町民参加型の総合

記念式典の開催などに積極的に取り組んでいきたいと考えています。 

  私自身は初心を忘れずに、誠心誠意という言葉を信条として、その言葉どおり誠の心、

誠の意志を持って、未来へつながる明るく元気なまちづくりを目指し、より一層の努力

をして頑張ってまいります。この４年間、議員の皆さん、職員の皆さん、町民の皆さん

の温かいご指導、ご鞭撻を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、閉会の挨拶と

いたします。 

  本日はまことにありがとうございました。 

───────────────────────────────────────── 

△閉  会 

○議長（山本明生） 

  お諮りします。 

  これにて平成３０年第１回上富田町議会臨時会を閉会したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本臨時会はこれにて閉会することに決しました。 

  これにて平成３０年第１回上富田町議会臨時会を閉会します。どうもありがとうござ

いました。 

 

閉会 午前１１時０５分 
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